
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月１８日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第３２号 

水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （熱海市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部

改正） 

第１条 熱海市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

（昭和３９年熱海市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。 

 （熱海市初島漁業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第２条 熱海市初島漁業集落排水処理施設条例（平成１８年熱海市条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１３条中「熱海市離島初島簡易水道条例（昭和３９年熱海市条例第３７号）に定める使

用料」を「熱海市水道条例（平成１０年熱海市条例第４号）に定める料金」に改める。 

 （熱海市水道条例の一部改正） 

第３条 熱海市水道条例（平成１０年熱海市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第３３条第１項第１号中「指定」の次に「又は法第２５条の３の２第１項の規定による指

定の更新」を加え、「１５，０００円」を「１万円」に改める。 

第３７条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。 

別表を次のように改める。 

 別表（第２４条関係） 

 水道料金表 

(1) 専用栓給水料 

ア 一般用 

  (ｱ) 初島地区以外 

基本料金 超過料金（１m３につき） 

口径 基本水量 金額 段階区分 

１３mm １０m３以下 １，２５５円 使用水量が１０ 使用水量 使用水量が 



m３を超え３０m３

まで １３６円 

が３０m３

を 超 え 

１００m３ま

で １６１

円 

１００m３を超

えるもの   

１８２円 ２０mm ２０m３以下 ２，６１６円 使用水量が２０ 

m３を超え３０m３

まで １３６円 

２５mm ３０m３以下 ３，９７８円 使用水量が３０m３を超え 

１００m３まで １６１円 

４０mm ５０m３以下 ７，２０５円 使用水量が５０m３を超え 

１００m３まで １６１円 

５０mm １００m３以下 １万５，２７２円 使用水量が１００m３を超えるもの １８２円 

７５mm ２５０m３以下 ４万２，６１５円 使用水量が２５０m３を超えるもの １８２円 

１００

mm 

５００m３以下 ８万８，１８６円 使用水量が５００m３を超えるもの １８２円 

(ｲ) 初島地区 

基本料金 超過料金（１m３につき） 

基本水量 金額 金額 

１０m３以下 １，４１９円 ２０５円 

イ 共同浴場用 

基本料金 超過料金（１m３につき） 

口径 基本水量 金額 金額 

１３mm １０m３以下 ２６５円 使用水量が１０m３を超えるもの ２５円 

２０mm ２０m３以下 ５１６円 使用水量が２０m３を超えるもの 

２５mm ３０m３以下 ７６７円 使用水量が３０m３を超えるもの 

４０mm ５０m３以下 １，２７０円 使用水量が５０m３を超えるもの 

(2) 特別栓給水料（工事用その他のもの） 

  ア 初島地区以外 

基本料金 超過料金（１m３につき） 

口径 基本水量 金額 金額 

１３mm １５m３以下 ５，１５４円 使用水量が１５m３を超えるもの ３４２円 



２０mm ２５m３以下 ８，５８０円 使用水量が２５m３を超えるもの 

２５mm ３０m３以下 １万２９２円 使用水量が３０m３を超えるもの 

４０mm ５０m３以下 １万７，１４４円 使用水量が５０m３を超えるもの 

  イ 初島地区 

基本料金 超過料金（１m３につき） 

基本水量 金額 金額 

１０m３以下 １，４１９円 ２０５円 

(3) 消火栓給水料 

消火のため使用した給水料金は、徴収しないものとし、消防演習その他臨時に使用す

るときは、初島地区以外においては１立方メートルにつき２８６円で算出した額を、初

島地区においては１立方メートルにつき２０５円で算出した額をその都度給水装置の使

用者から徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

 （熱海市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事等を定める条例の一部改正） 

第４条 熱海市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事等を定める条例（平成２４年熱海

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項を削る。 

第４条第１項第１号中「簡易水道以外の水道の」を削り、同条第２項を削る。 

（熱海市離島初島簡易水道事業特別会計条例の廃止） 

第５条 熱海市離島初島簡易水道事業特別会計条例（昭和５４年熱海市条例第１９号）は、廃

止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第３条中熱海市水道条例第３３条

及び第３７条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の熱海市水道条例別表の規定は、令和２年４月徴収分から適用

する。 

３ 第５条の規定による廃止前の熱海市離島初島簡易水道事業特別会計条例による熱海市離島

初島簡易水道事業特別会計（次項において「廃止会計」という。）に係る令和元年度の収入



及び支出並びに決算については、なお従前の例による。 

４ 廃止会計に属する決算剰余金その他の財産は、令和元年度以後の熱海市水道事業会計が引

き継ぐものとする。 


